くらしの情報

市役所東庁舎の事務室の一部が移転します
　現在、実施している市役所東庁舎の改修工事について、3階の改修工事が完了したことに伴い、建設課（4階）が3月18日（月曜日）から3階に移転します。
問い合わせ 行政管理課庁舎整備調整担当  電話23-2210


3月11日（月曜日）に黙とうの呼びかけを行います
　3月11日は東日本大震災で亡くなった人を追悼し、震災からの復興を誓う「みやぎ鎮魂の日」です。
　震災から13年となるみやぎ鎮魂の日に、黙とうの呼びかけを行います。
　心を一つに、黙とうをささげましょう。
放送時間　3月11日（月曜日）　14時45分
放送範囲　市内全域
放送方法　デジタル防災行政無線で呼びかけ
問い合わせ 政策課政策企画担当  電話23-2129


令和6年能登半島地震災害義援金
　日本赤十字社では、1月1日に発生した令和６年能登半島地震への災害義援金を受け付けています。
　詳しくは、市ウェブサイトを確認してください。
問い合わせ 社会福祉課地域共生社会担当  電話23-6012


臨時休館のお知らせ
　三本木公民館は、4月1日からの三本木総合支所庁舎内への移転に伴う引っ越し作業のため、臨時休館となります。
期間　3月29日（金曜日）～31日（日曜日）
問い合わせ 三本木公民館　電話52-5852


軽自動車の手続きを忘れていませんか
　軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在の所有者に課税します。軽自動車や二輪車、小型特殊自動車（農機具など）を使わなくなった場合は、速やかに手続きをしてください。
　他人に譲渡した場合や所有者が亡くなった場合も同様に手続きが必要です。使用していない、車検を受けていない車両であっても、課税の対象になります。
　3月は名義変更や廃車などの手続きが集中し、窓口が混み合いますので、早めに手続きを行ってください。

	車両
	手続き先

	原動機付自転車（50cc、90cc、125cc）、特定小型原動機付自転車（電動キックボードなど）、ミニカーおよび小型特殊自動車（農機具など）
	税務課（電話23-2148）
各総合支所市民福祉課

	二輪（125cc超250cc以下）、二輪小型自動車（250㏄超）
	東北運輸局宮城運輸支局
（電話050-5540-2011）

	三輪、四輪軽自動車
	軽自動車検査協会宮城主管事務所
（電話050-3816-1830）


※車両の種類ごとに手続き先が異なります。詳しくは、市のウェブサイトで確認してください。
問い合わせ 税務課市民税担当  電話23-2148


国民年金保険料の納め忘れはありませんか
　国民年金は、老後の生活や障がい、死亡など、もしものときに大きな支えとなります。
　保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金額が少なくなるだけでなく、障害基礎年金や、遺族基礎年金を受給できない場合があります。
　令和5年度の保険料は、月額16,520円です。まだ納めていない保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付書を紛失した人は、古川年金事務所（電話23-1200）に連絡してください。
　また、納め忘れをなくすために、口座振替やクレジットカードによる納付方法を利用してください。
　詳しくは、問い合わせください。
問い合わせ 古川年金事務所  電話23-1200
　 　　　　保険年金課年金担当  電話23-6051
　 　　　　各総合支所市民福祉課


3月1日（金曜日）～7日（木曜日）に令和6年春季火災予防運動が実施されます
　春先は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節となります。この機会に、家庭での火の元の点検を行ってください。
[bookmark: _GoBack]　令和5年中、市内での火災件数は32件と、令和4年より14件減少しているものの、たき火や野外での焼却、たばこの不始末などの不注意により発生する火災が多くなっています。
　火災のない安心・安全な地域づくりを目指し、一人一人が火の用心を心がけましょう。
問い合わせ 防災安全課消防担当  電話23-5144
　 　　　　古川消防署  電話22-2350
　 　　　　鳴子消防署  電話82-2349
